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「空き家等公益利用情報提供事業」について 

 
 増加する空き家は、地域コミュニティを維持していくうえで、大きな懸案課題となって

きております。 
 空き家や住宅の空きスペースを地域の有効資源として、福祉、まちづくり等の公益的活

動への利用を促すための情報提供を行います。 
 

[目的] 

空き家の増加を抑制し、地域コミュニティを維持していくためには、空き家等を地域の

皆さんに活用してもらうことが必要だと考えております。そこで、空き家等の所有者と利

用希望者とを円滑に取り次ぎ、地域の空き家を高齢者等の地域交流拠点、子育て支援施設

やグループホーム等の福祉活動への利用転換を図ることを目指します。 

 

[事業内容] 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜空き家等公益利用情報提供事業の仕組み イメージ図＞ 

 

[情報公開方法] 

・本市公式ホームページ及び閲覧台帳 

 

[今後のスケジュール] 

 ・4月   不動産関係団体との協議調整 

 ・5月上旬 制度運用開始予定 

 

 （問合せ） すまいづくり推進課  ０７９８-３５-３７７２ 
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